
「介護保険ｻｰﾋﾞｽの基礎知識」

－ 利用前に知っておきたいポイント －

平成２１年１１月 ９日
居宅介護支援事業所圭泉会ｹｱｾﾝﾀｰ
主任介護支援専門員 尾崎孝志



今日の講演内容について

①要介護認定について

要支援・要介護・自立判定（特定高齢者）

②介護保険で受けられるｻｰﾋﾞｽ内容

居宅系 ～ 訪問・通所・福祉用具

施設系 ～ 特養・老健・療養施設

＊ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ／高齢者下宿等

③総合相談窓口「地域包括支援ｾﾝﾀｰ」

④急性期・回復期・維持期の医療と介護の連携

⑤今日のポイント再確認





６５歳になったら

「介護保険被保険者証」が交付されます

65歳の誕生月末までに送付されますので、大切に保管してく
ださい。

40歳以上65歳未満の方は、要介護・要支援の認定を受けた
場合や介護保険被保険者証の交付申請があった場合に市町
村が発行します。

＊市町村によって、保険証の色が違う



②サービスを利用し終わるまで、
おおむね、1年に一度手続きが必要。

＊要介護認定を受けるまでの流れ

①認定まで最低30日間必要。

いきいき長寿
Ｐ26～27



要支援１ ¥4,970

要支援２ ¥10,400

要介護１ ¥16,580

要介護２ ¥19,480

要介護３ ¥26,750

要介護４ ¥30,600

要介護５ ¥35,830

居宅ｻｰﾋﾞｽの利用限度額　(一ヶ月分）

介護老人福祉施設 約4.8~5.3万円

介護老人保健施設 約5.0~5.7万円

介護療養型医療施設 約5.6~6.0万円

施設ｻｰﾋﾞｽ月額（食費及び居住費別）

いきいき長寿
Ｐ22



介護保険のｻｰﾋﾞｽは「決まった曜日」の「決まった時間」

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

デイケア デイケア

ヘルパーヘルパー ヘルパー

訪問看護



＊滞在時間は短く・・・
＊見守り支援は報酬なし
＊同居家族の家事支援は基本的に困難

いきいき長寿
Ｐ36



＊市内に3事業所

＊ＰＴ／ＯＴ／ＳＴ配置
＊ｻｰﾋﾞｽ時間の受診は禁止

いきいき長寿
Ｐ36



＊2～3ヶ月前から予約が必要

＊事前に利用しておくと緊急
受け入れしやすい

いきいき長寿
Ｐ37

いきいき長寿
Ｐ36



いきいき長寿
Ｐ38



＊入院が長くなると、一度返品する
＊冬期間車いす返品可能

いきいき長寿
Ｐ37



いきいき長寿
Ｐ37



入所施設について いきいき長寿
Ｐ40～42



さて、あなたはどのようなサービスを利用すると･････

安心して仕事や家庭を守っていけるでしょうか？

迷ったときの、相談先は・・・・・



「地域包括支援ｾﾝﾀｰ」は、各市町村（約４万人に１カ所設置）

担当地域を把握し、生活を支えるセンター

• 介護サービスの計画を作成する「居宅介護支援事業所」
を把握している。

• 訪問／通所／短期入所／福祉用具の事業所を把握してい
る。

• 特養／老健／療養型施設／ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ／高齢者下宿等の
把握をしている。

• 医療機関（病院／診療所等）を把握している。

• 公的サービス以外の社会資源を把握している。

＊何処に何があるか、情報を入手し、
直接必要な場所に連絡を取り支援を受ける。

いきいき長寿
Ｐ60



◆総合相談・支援業務
＊虐待防止・成年後見人・地域権利擁護
＊行政機関・保健所・医療機関など
必要なｻｰﾋﾞｽにつなぐ

社会福祉士

保健師主任介護支援専門員

◆介護予防ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務
＊新予防給付
（要支援1．2のｹｱﾌﾟﾗﾝ作成）
＊介護予防事業のｹｱﾌﾟﾗﾝ作成

◆包括的・継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務
＊介護支援専門員の日常的個別指導・相談
＊支援困難事例等への指導・助言
＊地域での介護支援専門員のﾈｯﾄﾜｰｸの構築

◆地域包括支援センター

3職種が共同でどの業
務も担えるように取り
組むことになった。

＊おおむね4万人に1カ所設置。
人口の少ない市町村でも､､､
1カ所設置義務あり。

いきいき長寿
Ｐ60



いきいき長寿
Ｐ60







今日のポイント再確認

①介護保険「要介護認定」を受けるまで → 最低30日

（主治医意見書が遅れたりすると1ヶ月半から2ヶ月）

④最初の相談窓口は →

「地域包括支援センター」
保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員

③サービス内容は →

訪問ｻｰﾋﾞｽ
通所ｻｰﾋﾞｽ
福祉用具（ﾚﾝﾀﾙ／購入／住宅改修）
施設入所

②要介護認定の内容で、「月額の利用上限」が決まる。

いきいき長寿
Ｐ60

いきいき長寿
Ｐ35～42

いきいき長寿
Ｐ39

いきいき長寿
Ｐ24～25


